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１【提出理由】

　2019年６月24日開催の当社第54期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の

５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも

のであります。

 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2019年６月24日

 

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

①インターネット開示についてよりわかりやすく表現を修正するものであります。

②取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、また、有用な人材の招聘を継続

的に行うことができるようにするため、会社法第426条の規定による規定を新設するとともに、あ

わせて会社法第427条の規定による責任限定契約の対象者を社外取締役から業務執行取締役等であ

るものを除く取締役に拡大するものであります。なお、定款第28条の規定の変更につきましては各

監査役の同意を得ております。

 

第２号議案　取締役７名選任の件

犬塚　雅大、三上　直子、﨑山　一弘、片山　利雄、小林　明彦、門脇　英晴、崔　真淑を取締役に

選任するものであります。

 

第３号議案　監査役１名選任の件

中沢　ひろみを監査役に選任するものであります。

 

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果

（賛成の割合）

第１号議案    （注）１  

定款一部変更の件 14,061 181 0  可決（98.73％）

第２号議案    （注）２  

犬塚　雅大 11,942 2,302 0  可決（83.84％）

三上　直子 12,573 1,671 0  可決（88.27％）

﨑山　一弘 13,875 369 0  可決（97.41％）

片山　利雄 12,580 1,664 0  可決（88.32％）

小林　明彦 13,832 412 0  可決（97.11％）

門脇　英晴 13,844 400 0  可決（97.19％）

崔　真淑 13,875 369 0  可決（97.41％）

第３号議案    （注）２  

中沢　ひろみ 13,988 256 0  可決（98.20％）

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。
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(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に

より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主

のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以　上
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